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防災対応等について
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関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村

H27.9関東・東北豪雨災害を踏まえた「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組

関東 東北豪雨を踏まえ、新た 水防災意識社会 再構築 ジョン」 し 、 直轄河川 そ 沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し、
平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し ハ ド ソフト対策を 体的 計画的に推進する減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク情
報の周知

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、堤
防のかさ上げや浸透対策などを実施

排水門

C町

少しでも引き延ばすよう堤防構造を 夫する
対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想
定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示した
ハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

防のかさ上げや浸透対策などを実施

A市

D市

（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨） ○事前の行動計画作成、訓練の促
進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報を

横断図

B市

D市

対策済みの堤防

○避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等
の提供

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域※

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴
う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想
定される区域 1



プ

「水防災意識社会再構築ビジョン」におけるソフト対策の取組

○水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が自らリスク
を察知し主体的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組む。

リ ク情報 周知 事前 行動計 避難行動 き かけとなる情報を

○立ち退き避難が必要な家屋倒壊
等氾濫想定区域等の公表

⇒平成28年出水期までに
水害リ ク 高 約 水系

リスク情報の周知

スマホ等で取得 自分のいる場所の近傍の情報
○ 避難に着目したタイムライ

ンの策定

事前の行動計画、
訓練

避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

水害リスクの高い約70水系、
平成29年出水期までに
全109水系で公表

スマホ等で取得

ライブカメラ

自分のいる場所の近傍の情報ンの策定
○ 首長も参加するロールプ

レイング形式の訓練

自分のいる場所

詳細な雨量情報

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

家屋倒壊等氾濫想定区域

河川水位
○住民のとるべき行動を分かり
やすく示したハザードマップ
への改良

⇒「水害ハザードマップ検討委員会」

○不動産関連事業者への説明

にて意見を聴き、平成27年度内を
目途に水害ハザードマップの
手引きを作成

⇒ 平成28年度から洪水に対しリスクが高い区間において水位計や○不動産関連事業者への説明
会の実施

⇒水害リスクを認識した不動産売
買の普及等による、水害リスクを
踏まえた土地利用の促進

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約400市町村
平成32年度までに
全730市町村で策定 2

⇒・平成28年度から洪水に対しリスクが高い区間において水位計や
ライブカメラを順次設置

・平成29年出水期からスマートフォン等によるプッシュ型の洪水予
報等の配信を順次実施



北海道大雨災害における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組の効果①

○平成２６年の出水において 避難判断水位を超過し 浸水が想定される市町村において 避難勧告等を発令し○平成２６年の出水において、避難判断水位を超過し、浸水が想定される市町村において、避難勧告等を発令し
た市町村の割合は、全国で約２０％であった。

○北海道大雨災害において、避難勧告等を発令した市町村の割合は、約70％となっている。

国管理河川における避難勧告等の発令状況

平成２６年全国の発令状況 平成２８年北海道豪雨災害における発令状況平成２６年全国の発令状況 平成２８年北海道豪雨災害における発令状況

発令有り

11市町村

42市町村
発令無し

23市町村171
市町村

発令有り
発令無し

市町村

北陸地方整備局信濃川河川事務所「千曲川・犀川流域を対象と

※平成27年度から、避難勧告発令等の目安となる水位が、避難判断水位から氾濫危険水位に変更されたが、平成26年のデータが避難判断水位を超過した河川であること、地域
防災計画における避難勧告発令の目安となる水位が、避難判断水位となっている市町村があることから、避難判断水位を超過した河川で整理した。

北陸地方整備局信濃川河川事務所「千曲川・犀川流域を対象と
したタイムライン検討会」第1回検討会資料３から
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北海道大雨災害における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組の効果②

○今夏の出水において 避難指示 勧告対象者における避難者の割合は 出水を繰り返すごとに増加しているが○今夏の出水において、避難指示・勧告対象者における避難者の割合は、出水を繰り返すごとに増加しているが、
最も避難者の割合が多かった8月29日からの大雨時においても約14%に留まっている。

月 日からの大雨

避難者数 非避難者数
避難者数 259人（2％）

8月16日からの大雨

(台風第7号を含む) 非避難者数 10,885人

避難者数 2,842人（4％）

8月20日からの大雨

(台風第11号、第9号を含む)

出水を繰り返すごとに
避難者数が増加 非避難者数 72,772人

避難者数 8,066人（14％）

8月29日からの大雨

(台風第10号第13号からの温

帯低気圧を含む)
非避難者数 51,453人

0 20,000 40,000 60,000 80,000 （人）

今夏の出水における避難指示 勧告対象者と実際の避難者数
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今夏の出水における避難指示、勧告対象者と実際の避難者数



災害後に開催した「水防災意識社会再構築ビジョン協議会」における市町村長等の主な意見と対応➀

釧路 減災対策部会を通 釧路 洪水を想定 た避難勧告 令 弟 タ を検 た

主な意見

○釧路川減災対策部会を通じて、釧路川の洪水を想定した避難勧告発令用の弟子屈町タイムラインを検討していたので、その
手順が有効に機能し、開発局をはじめとする関係機関や住民との連携がスムーズに行えた。

○水位が避難判断水位を超える予測となったことから避難勧告を発令した。その後、更に水位が上昇して夜中に避難指示を発
令するかどうかの判断となったが、最終的には氾濫危険水位に到達しない、という予測のもと避難指示には至らなかった。釧
路開建から 情報を参考に対応する とが きた路開建からの情報を参考に対応することができた。

○道路や住宅地の土砂流入による地区の孤立化と人的被害防止のため、避難指示を発令し避難所を２箇所開設した。住民に
犠牲者を出さなかった対応ができたことは今後の災害対応に活かせるもの。一方で様々な課題も確認できたところ。ひとつは
避難に対する発令タイミングの難しさがあった。

○ 地域としては 北海道の管理する河川も含めた対応が必要となるため 北海道からも助言や支援等をお願いしたい○ 地域としては、北海道の管理する河川も含めた対応が必要となるため、北海道からも助言や支援等をお願いしたい。

北見河川事務所から北見市へのホットラインの状況

○第一義的に 住民の生命 身体 財産を災害から保護する責

対 応

○第 義的に、住民の生命、身体、財産を災害から保護する責
務を有する市町村に対して、減災対策協議会における取組や
河川災害の専門家である河川管理者からの任意の情報提供
（ホットライン）は有効であった（43市町村に対し、204回実施）。

○国管理河川における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組○国管理河川における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組
を一層推進するとともに、北海道開発局と連携し、新たに、北海
道管理河川についても協議会を設置する。

「石狩川下流減災対策員会」開催状況 「十勝川減災対協議会」開催状況
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災害後に開催した「水防災意識社会再構築ビジョン協議会」における市町村長等の主な意見と対応➁

主な意見

○行政が避難勧告を発令した場合に、住民が勧告をどのように受け止めて避難行動に移せるのか課題があると考える。その
ためには行政だけでなく、住民が自主的に行動する体制づくりが必要である。

○住民は災害時になかなか逃げないものである。また災害時には、行政が可能な限りの防災対応をしていても、被害が発生す
れば非難されることもある。避難行動は自己責任で行ってもらうということを丁寧にかつ強く訴えかけていく必要がある。住民
が逃げ出さな 警報等 対 危険性を感 な からと考 るが逃げ出さないのは、警報等に対して危険性を感じていないからと考えている。

○気象台が発表する気象情報や注警報の発令要領について、地域の方々が危険を認知できるよう具体的に検討する必要が
ある。

○国の観光施策として「観光立国ショーケース」や「広域観光周遊ルート」など進めており、大規模水害発生時のリスク、あるい
は災害時 行動 関する情報発信 外から来られる方 特 外国人旅行者 発信情報が課題と考え るは災害時の行動に関する情報発信について、外から来られる方、特に外国人旅行者への発信情報が課題と考えている。

○切迫した状況が、報道機関を通じて住民に伝わるように、非常体制時等において、定例記
者 組

対 応 まるごとまちごとハザードマップの展開

者会見に取り組む。

○住民や観光客等が浸水リスクを容易に把握できるようにするとともに、報道機関が周知しや
すい、簡易なマーク（北海道まるごとハザードマップ）を検討する。

○氾濫流が旧河道沿いに流下し、地表を洗掘し大きな被害をもたらしたことから、過去の地形
知 組むの周知に取り組む。

○水位周知河川の指定促進、未指定河川のリスク情報提供。

8月21日午前5時 常呂川の越流・堤防損壊を踏まえて実施した緊急記者説明会の状況 旧河道を含め過去の地形の周知

旧河道

わかりやすく「まちなか」
に浸水深を表示

治水地形分類図の例（国土地理院HPより）

簡易なマークでより多くの箇所で
浸水リスクを表示する方法を検討
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（参考） 北海道からはじまる洪水リスクの新しい伝え方（北海道まるごとハザードマップ）

大規模な洪水氾濫から命を守るには （１）リスクを認識し リスクに備える（２）防災行動を事前に想定し 非常時に防災行動

問題認識

• 浸水の深さや範囲を示すハザードマップが作成されているが、その認知度や
活用の程度は必ずしも高くない

大規模な洪水氾濫から命を守るには、（１）リスクを認識し、リスクに備える（２）防災行動を事前に想定し、非常時に防災行動
のきっかけになる（３）災害情報を入手することが重要ではないか。

（１）洪水リスクの周知 ハザードマップを活用して
いる住民は３割にとどまる

活用の程度は必ずしも高くない。

• 電柱等に浸水の深さを示すまるごとまちごとハザードマップの取組を進めて
いるが、道内11市区町村にとどまる。

（２）防災行動計画

• さまざまな媒体を通じて、瞬時に防災情報が住民に提供されているが、行動
につながっていない

• タイムラインの策定や訓練・実践を通じた新たな取組が進みつつある。

（３）災害情報

• さまざまな媒体を通じて 瞬時に防災情報が住民に提供されているが 行動

につながっていない。
• 防災情報を入手できても、観光客にはリスクが伝わっていないのでは。

課 題

「まるごとまちごとハザードマップ」は、その地点がどのく
らい浸水するのか、 最寄りの避難所はどこで、どのくらい

離れているかなどの情報を、わかりやすく「まちなか」に表
示するものさまざまな媒体を通じて、瞬時に防災情報が住民に提供されているが、行動

につながっていない。
• 防災情報を入手できても、観光客にはリスクが伝わっていないのでは。

示するも

対 応

•安価で、より多くの箇所で、浸水リスクを表示する手法を検討
• 例えば、

全道統一で、洪水の浸水高さは青、津波の浸水高さは赤、土砂災害警

戒区域は茶のように統一したマーク（シンプルなリボン）が、至ると
ば

7

ころの電柱に貼られていれば、・・・

洪水について避難勧告が発令されたとき、例えば報道機関は、「青色
のリボンの高さまで浸水するおそれがあります。」と伝えれば、危険性を
伝えることができ、観光客等も容易に理解ができる。

ある地域の設置場所の事例

自宅周辺の状況が把握できるほど、数多く設置さ
れていない



（参考） リスク情報の周知の拡大

エリアメールを用いた洪水予報の発信 洪水予報指定河川、水位周知河川の拡大洪 洪

家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

8
浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））(イメージ)



前回委員会でのご意見に対する補足説明資料



砂利採取や樹木伐採について

現 状

○国土交通省は、堆積土砂や河道内樹木を資源として捉え、民間での有効活用を図ることとしており、砂利採取が可能な河川
の拡大、民間企業等による樹木伐採の公募に取り組んでいる。

○北海道開発局は約2,000km、北海道は約12,000kmの河川管理を実施しており、河道内の樹木を河川管理者だけで維持管
理することは困難。

○伐採樹木をバイオマスプラントの燃料、藻場再生事業への栄養塩等として活用するなど、各地で取組を進めているが、民間企
業との一層の連携が必要。堆積土砂についても民間での有効活用の促進が必要。

対 応

気候変動への緩和策にもなる

農業事業と連携した伐採樹木の活用事例

花苗生産農家などは厳冬期から花苗生産をするため、花苗ハウス
内の温度管理が必要であるが 近年の燃料高騰を受け燃料費が経

平成２ ８ 年８ 月８ 日 札幌開発建設部

札幌開発建設部では、河川内の樹木を資源として有効に利用

全開発建設部で実施中の営利目的も可能な民間公募樹木伐採の取組（無償）

気候変動への緩和策にもなる

内の温度管理が必要であるが、近年の燃料高騰を受け燃料費が経
営を圧迫している。従来は処分場で処理していた流木等をボイラー
の燃料として提供することで、処分費の縮減を図るだけではなく、地
元産業への貢献を行う。

する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料な
どとして活用していただける企業や団体などを広く募集し、一定
の条件を満たす方に河川産出物として採取を許可する「公募型
樹木等採取」を試行的に実施しております。

本試行により採取した樹木等については、自家消費などの制
約はありません。加工あるいは販売など営利目的で使用するこ
とができます。

平成27年度水管理・国土保全局予算概算要求概要（抜粋）

厳冬期から生産のためハ

平成27年度水管理・国土保全局予算概算要求概要（抜粋）

ウス内の温度管理が必要

ボイラー燃料へ流木
活用しコスト縮減

恵庭市内における農林水
産省のモデル事業 10



樋門・水門の管理について

現 状

○北海道開発局は約1,500箇所、北海道は約5,100箇所の水門・樋門を管理している。水門・樋門の操作について、北海道開発
局は約1,370箇所（95%）を地域の農家や自営業の方々に委嘱し、北海道は市町村に委託をしている。

○新たに、水門・樋門の操作を引き受けてくれる方々は少なく、操作をする方々の高齢化が進んでいる。

○水位によって自動的に開閉する樋門等の自動ゲート化を進める。

○樋門等の操作を適切に実施することは河川管理者の責務であることを前提としつつ、操作をされる高齢の方々が増加してい

対 応

る実態を踏まえ、今後、樋門操作に遅れがあった場合には、地域の方々から事務所に連絡をしていただける体制の整備など
を検討し、町内会や水防団と樋門操作に関する訓練を実施した上で、万が一の場合には操作を実施していただくなど、今後
の樋門等の管理方法について検討する。

樋門等の操作を委嘱している方々の年齢構成（開発局管理）

（人）

500

600

300

400

500

0

100

200

11H27.4時点

0

自動的に開閉する樋門の例



■ピリカペタヌ沢川の支川（七ノ沢）からの大規模な流出土砂が確認された。
■オピリネップ川は 源頭部の侵食によって発生した土石流が流下し渓岸や渓床部での侵食を引き起こし 中流域で堆積が確認された

戸蔦別川 上流域の荒廃状況

■オピリネップ川は、源頭部の侵食によって発生した土石流が流下し渓岸や渓床部での侵食を引き起こし、中流域で堆積が確認された。
■清水沢は、源頭部での侵食によって土石流の発生が確認され、谷出口から戸蔦別川本川に扇状地が形成された。
■LP測量成果等を活用して、流出土砂量や砂防施設による土砂捕捉量を把握するとともに、今次出水による影響評価や効果的な砂防施設の整備内容について検
討を行う。

戸蔦別川 清水沢谷出口から戸蔦別川本川に
新しい土石流扇状地が形成された

渓畔林に大量の
流木が捕捉され

新しい土石流扇状地が形成された

中流域には河道内
に新しい土砂堆積

新たな流路形成による渓岸
侵食により、戸蔦別川本川
に土砂が流出した

七ノ沢

オピリネップ川
清水沢

流木が捕捉され
た

偏流によりカーブの外
側に大きくせり出した
形で流下している

に新しい土砂堆積
が確認された

斜面崩壊が確認
された

ピリカペタヌ沢川（七ノ沢合流点付近）ピリカペタヌ沢川
源頭部では谷に
沿って侵食が発生
（0次谷の崩壊）

源頭部の崩壊

戸蔦別川上流域の荒廃状況

七ノ沢からの流
出土砂により大
規模な流出土砂
が確認された土砂流出が著

しい支流

源頭部の崩壊

清水沢

新しい土石流扇状地が形成された

清水沢合流点付近 （H28.9撮影）

オピリネップ川源頭部

清水沢中流部の偏流状況 （H28.9撮影）

戸蔦別川

12



戸蔦別川 砂防関係施設による土砂捕捉効果

上流域 は砂防堰堤により土砂と流木が捕捉され おり 堰堤 機能が発揮されたため 流 土砂流出による被害を軽減した■上流域では砂防堰堤により土砂と流木が捕捉されており、堰堤工の機能が発揮されたため、下流への土砂流出による被害を軽減した。
■下流域では床固工により拡幅部と狭窄部が固定され、拡幅部での土砂堆積や流路変動を抑制した。

土砂及び流木を補捉しており砂防堰堤の効果が確
認され、堰堤下流への流出を抑制した

堰堤上流で新たな流出土砂の捕捉が確認
され、堰堤下流への土砂流出を抑制した認され、堰堤下流 の流出を抑制した され、堰堤下流 の土砂流出を抑制した

戸蔦別川

位置図

戸蔦別川第７号砂防堰堤

堰堤上流で流出土砂の捕捉（約70,000m3）※を確認し、堰堤下流への土砂流出を抑制した

戸蔦別川第５号砂防堰堤

戸蔦別川

※流出土砂の捕捉量は、速報値のため今後変わりうる場合がある。 戸蔦別川の拡幅部と狭窄部が固定され、土砂移動や流路変動を抑制した

戸蔦別川
戸蔦別川

戸蔦別川

被災前の戸蔦別川第１号砂防堰堤
(H26.7撮影)

被災後の戸蔦別川第１号砂防堰堤

(H28.9撮影)
出水後 （平成28年撮影）出水前 （平成27年撮影）
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石狩川上流層雲峡地区は、急峻で脆弱な地形が多く、黒岳沢川や層雲峡小学校の沢など土石流危険渓流が存在し、豪雨によ

砂防施設の効果 （石狩川上流層雲峡地区）

る土石流の発生や土砂流入による土砂災害の防止・軽減を目的に砂防施設整備を順次進めている。今回の土石流発生では砂
防施設が効果を発揮し、仮に砂防施設が整備されていなかった場合、層雲峡温泉街や地区唯一の避難所である旧小学校が被災
したと想定される。

N

砂防施設による被害低減効果
層雲峡小学校の沢渓流保全工（導流堤）

層雲峡小学校の沢

伊納水位観測所

N

石狩川位置図

旧小学校（避難所）
旭川市

上川町

砂防施設箇所

発生した土石流

発生した土石流

層雲峡小学校の沢

砂防施設箇所

黒岳沢川第1号堰堤

土石流発生箇所 拡大
施設全景黒岳沢川第1号堰堤

黒岳沢川
第1号堰堤

黒岳沢川
流路工

層雲峡温泉街

砂防施設を設置しな
かった場合の土石流

黒岳沢川

黒岳沢川第1号堰堤

堰堤下流 流路工の状況
層雲峡温泉街

黒岳沢川

層雲峡
小学校の沢

黒岳沢川
第1号堰堤

渓流保全工
（導流堤）

層雲峡温泉街

黒岳沢川
流 路 工

土石流堆砂ライン土石流堆砂ライン

土石流堆砂ライン

土石流発生後全景土石流発生前全景

黒岳沢川黒岳沢川

層雲峡温泉街

黒岳沢川第１号堰堤で土石流を捕捉し土砂流出
を防止することで、下流の層雲峡温泉街を保全
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ペケレベツ川 上流域の状況

■最上流部や支渓流からの土砂流出が多く見られるが、2基の堰堤では土砂と流木が捕捉されており、堰堤工の機能が発揮された。
上流に位置する1号砂防堰堤は 土石流を捕捉したも 堰堤袖部などが被災を受けた

斜め斜めAA H28 9 1H28 9 1撮影撮影

■上流に位置する1号砂防堰堤は、土石流を捕捉したものの、堰堤袖部などが被災を受けた。
■下流の渓流保全工では、護岸が一部、被災を受けたが、機能効果を発揮し土砂堆積や側岸侵食が見られなかった。
■今後はLPデータを取得し、流出土砂量や砂防設備による土砂捕捉量を精査し、具体的な実施計画を策定する。

22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14）） 11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14）） 斜め斜めBB：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影斜め斜めAA：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影 22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14））

22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14））

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況
(H28.9.2(H28.9.2撮影）撮影）

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況
(H28.9.2(H28.9.2撮影）撮影）

斜め斜めDD

H28.9.7撮影

国有

11号砂防堰堤号砂防堰堤

22号砂防堰堤号砂防堰堤

斜め斜めCC：上流域の荒廃状況（：上流域の荒廃状況（H28.9.7H28.9.7撮影）撮影）

砂防堰堤により砂防堰堤により
約約 318,000318,000㎥の土砂を捕捉㎥の土砂を捕捉

砂防堰堤により砂防堰堤により
約約 123,000123,000㎥の土砂を捕捉㎥の土砂を捕捉

渓流保全工の状況渓流保全工の状況
〔〔２号砂防堰堤下流付近２号砂防堰堤下流付近〕〕

11

斜め斜めBB
斜め斜めCC

旧日勝スキー場旧日勝スキー場

国有
保安林

国有
保安林

旧日勝スキー場旧日勝スキー場

ペ
ケ
レ

ペ
ケ
レ

渓流保全工（渓流保全工（H13H13完）完）
号
砂
防
堰
堤

号
砂
防
堰
堤

（（
4141
完
）
完
）

SS

斜め斜めAA

国有
保安林

斜め斜めDD：上流域の荒廃状況（：上流域の荒廃状況（H28.9.7H28.9.7撮影）撮影）

レ
ベ
ツ
橋

レ
ベ
ツ
橋

22
号
砂
防
堰
堤

号
砂
防
堰
堤

（（
55
完
）
完
）

HH
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芽室川 上流域の状況

■最上流部や支渓流からの土砂流出が多く見られるが、各堰堤では土砂と流木が捕捉されており、堰堤工の機能が発揮された。
■3号 4号砂防堰堤などは 土砂を捕捉したものの 前庭工などが局所洗掘等により被災を受けた

斜め斜めAA：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影

■3号、4号砂防堰堤などは、土砂を捕捉したものの、前庭工などが局所洗掘等により被災を受けた。
■下流部の渓流保全工では、護岸工などの被災を受けた。
■今後はLPデータを取得し、流出土砂量や砂防設備による土砂捕捉量を精査し、具体的な実施計画を策定する。

斜め斜めBB：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影 斜め斜めCC：：H28 9 1H28 9 1撮影撮影 斜め斜めDD：：H28 9 1H28 9 1撮影撮影斜め斜めAA：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影 斜め斜めBB：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影 斜め斜めCC：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影

33号砂防堰堤号砂防堰堤

斜め斜めDD：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影

55号砂防堰堤号砂防堰堤 44号砂防堰堤号砂防堰堤

２号砂防堰堤堆砂状況２号砂防堰堤堆砂状況 １号砂防堰堤堆砂状況１号砂防堰堤堆砂状況
（（ ））

５号砂防堰堤堆砂状況５号砂防堰堤堆砂状況
（（H28 9 2H28 9 2））

３号砂防堰堤堆砂状況３号砂防堰堤堆砂状況
（（H28 9 2H28 9 2））

（（H28.9.4H28.9.4）） （（H28.9.4H28.9.4））

牧場橋牧場橋

斜め斜めEE：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影

斜め斜めEE

（（H28.9.2H28.9.2）） （（H28.9.2H28.9.2））

44
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堰
堤

号
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防
堰
堤
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Ｓ
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完
）
完
）
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号
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堤

号
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堰
堤

（
Ｓ
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Ｓ
5757
完
）
完
）

55
号
砂
防

号
砂
防

（
Ｓ
（
Ｓ
6363
完完

44
号
床
固

号
床
固

工工

（Ｈ（Ｈ
1313
完
）
完
）

22
号
床
号
床

（
Ｓ
（
Ｓ
5353

11
号
床
固

号
床
固

（
Ｓ
（
Ｓ
5252
完完

22
号
砂
防
堰

号
砂
防
堰

（
Ｓ
（
Ｓ
5050
完
）
完
）

11
号
砂
防
堰
堤

号
砂
防
堰
堤

（
Ｓ
（
Ｓ
4848
完
）
完
）

渓流保全工（渓流保全工（H22H22完）完）

遊砂地（遊砂地（H14H14完）完）

平
和
平
和

牧場橋牧場橋

旭旭
斜め斜めAA

斜め斜めDD

４号砂防堰堤堆砂状況４号砂防堰堤堆砂状況
（（H14H14））

堤堤
堰
堤
堰
堤

完
）
完
）
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固
工

号
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固
工
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Ｓ
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Ｓ
6363
完
）
完
）

床
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工

床
固
工

5353
完
）
完
）

固
工
固
工

完
）
完
）

堰
堤
堰
堤

昭
和
橋

和
橋
和
橋

円
山
橋

円
山
橋

千
歳
橋

千
歳
橋

旭
山
橋

旭
山
橋 斜め斜めCC

斜め斜め

斜め斜めBB
砂防設備により砂防設備により
約約13,000m313,000m3の土砂を捕捉の土砂を捕捉

４号砂防堰堤堆砂状況４号砂防堰堤堆砂状況
（（H28.9.2H28.9.2）） 16


